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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における 

結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について 

 

標記の件につきまして、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道

府県等衛生主管部（局）長宛別添の通知がなされました。 

本件は、結核患者の退院に関する基準の「イ」に示す検査の方法について、

診療報酬に係る厚生労働省保険局医療課長通知の記載に合わせ、下記の変更を

するものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下

郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配の程よろしく

お願い申し上げます。 

 

記 

 

（旧） 

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消

失している。 

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗沫検査

又は培養検査の結果が連続して３回陰性である。（３回の検査の組み合わせ

は問わない。） 

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の

治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。（なお、

確認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確

認すること。） 

↓ 

（新） 

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消

失している。 

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗沫検査

又は培養検査の結果が連続して３回陰性である。（３回の検査は、原則とし

て塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やか

に連日検査を実施すること。） 

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の

治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。（なお、

確認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確

認すること。） 



 

健感発 0129 第１号 

平成 26年１月 29日 

都 道 府 県 

各  政  令  市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

        

 

厚生労働省健康局結核感染症課長              

（公印省略） 

 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における 

結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。

以下「感染症法」という。）における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについては、

平成 19 年９月７日健感発第 0907001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知（以下「本

通知」という。）より適正な実施をお願いしています。 

 厚生労働省保険局から「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい

て」（平成 24 年３月５日保医発 0305 第１号厚生労働省保険局医療課長通知）が発出され

たことを踏まえ、本通知における「第２ 退院に関する基準」を、別添新旧対照表のとお

り変更することとしました。 

本通知の変更について、貴管内医療機関への周知をお願いします。 

併せて、「退院させることができる」基準のアとイのみをもって本基準に該当すること

はなく、アからウまでの全てを満たした場合において、本基準に該当し、感染症法第 22

条に規定する状態を確認できない場合にあっても退院させることができることを、改めて

貴管内医療機関へ周知をお願いします。 

貴職におかれては、引き続き、結核対策の一層の徹底をお願いします。 



【平成 26 年１月 29 日一部改正後全文】 

 

健 感 発 第 0 9 0 7 0 0 1 号 

  平 成 １ ９ 年 ９ 月 ７ 日 

 

   都 道 府 県  

各  政  令  市  衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区  

                 

             厚生労働省健康局結核感染症課長 

                                                     （公印省略） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における 

結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号。以下「法」という。）における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて、

具体的な基準を次のとおり定めたので、十分御承知の上、その取扱いに遺憾のない

ようされたい。 

なお、本通知は第４を除き、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の９第

１項に規定する都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とする。 

  

第１ 入院に関する基準 

結核について、法第26条において準用される法第19条及び第20条の「まん延を

防止するため必要があると認めるとき」とは、平成19年６月７日付け健感発第

0607001号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１

項及び第14条第２項に基づく届出の基準等の一部改正について」の２（３）ア「結

核患者（確定例）」に該当する者（以下「患者」という。）が以下の（１）又は（２）

の状態にあるときとする。 

（１）肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹

検査の結果が陽性であるとき。 

（２）（１）の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液又は気管支鏡 

検体を用いた塗抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽 

性であり、以下のア、イ又はウに該当するとき。 

ア  感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。 

イ 外来治療中に排菌量の増加がみられている。 

ウ 不規則治療や治療中断により再発している。 

 

第２ 退院に関する基準 

結核について、法第26条において準用される法第22条の「当該感染症の症状が 

消失したこと」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失したこととし、 

結核菌を含む痰の消失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して３回陰 

 



【平成 26 年１月 29 日一部改正後全文】 

 

性であることをもって確認することとする。 

ただし、３回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる。その場合、 

核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査又は核酸増幅法の 

検査の結果が陰性であった場合、連続して３回の陰性とみなすものとする。 

 

また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には、法第22条に規定する

状態を確認できなくても退院させることができるものとする。 

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失

している。 

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又

は培養検査の結果が連続して３回陰性である。（３回の検査は、原則として塗

抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日

検査を実施すること。） 

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治

療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。（なお、確

認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認す

ること。） 

 

第３ 就業制限に関する基準 

法第18条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、喀痰の塗

抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であるときとす

る。 

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平

成10年厚生省令第99号）第11条第３項第１号の「その症状が消失する」とは、咳、

発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失することとし、結核菌を含む痰の消失は、

第２に記載する手続きによって確認することとする。 

ただし、治療開始時に入院を要しない状態で、治療開始時の培養検査又は核酸

増幅法の検査の結果が陽性であることから就業制限の通知がなされている患者に

ついては、２週間以上の標準的化学療法が実施され、治療経過が良好である場合

は、２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の培養検査又は核酸

増幅法の検査の結果が２回連続で陰性であった時点で、結核菌を含む痰の消失が

確認できたものとみなしてよいものとする。 

なお、治療開始時の培養検査の結果が後に陽性であることが判明した者につい

て、当該検査後の治療状況を確認し、上記ただし書の状況に合致する場合には、

就業制限をかける必要はないものであること。 

 

第４ 適正な喀痰検査の実施 

喀痰検査の結果は患者の入院、退院及び就業制限の判断の基礎となるものであ

り、良質な検体による適正な喀痰検査が実施されなければ、正確な判断ができな

いことがある。この点を鑑みて、喀痰検査については、結核菌検査指針（日本結

核病学会編）等を参考にして、適正な実施に努めることが肝要である。 









「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて（平

成19年9月7日健感発第0907001号）」（抜粋） 

（一部改正） 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて

（平成19年9月7日健感発第0907001号）」（抜粋） 

（旧） 

第１ （略） 

第２ 退院に関する基準 

 結核について、法第26条において準用される法第22条

の「当該感染症の症状が消失したこと」とは、咳、発熱、結核

菌を含む痰等の症状が消失したこととし、結核菌を含む痰の消

失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して３回陰性

であることをもって確認することとする。 

ただし、３回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもで

きる。その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、

その後の培養検査又は核酸増幅法の検査の結果が陰性であっ

た場合、連続して３回の陰性とみなすものとする。 

 

また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には，法

第22条に規定する状態を確認できなくても退院させることが

できるものとする。 

 ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され，咳，発熱，痰

等の臨床症状が消失している。 

第１ （略） 

第２ 退院に関する基準 

 結核について、法第26条において準用される法第22条

の「当該感染症の症状が消失したこと」とは、咳、発熱、結核

菌を含む痰等の症状が消失したこととし、結核菌を含む痰の消

失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して３回陰性

であることをもって確認することとする。 

ただし、３回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもで

きる。その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、

その後の培養検査又は核酸増幅法の検査の結果が陰性であっ

た場合、連続して３回の陰性とみなすものとする。 

 

また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には，法

第22条に規定する状態を確認できなくても退院させることが

できるものとする。 

 ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され，咳，発熱，痰

等の臨床症状が消失している。 

新旧対照表 



 

 イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった

日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して３回陰

性である。（３回の検査は、原則として塗抹検査を行うもの

とし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日

検査を実施すること。） 

 

ウ  患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解

し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が

可能であると確認できている。（なお、確認にあたっては、

医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認す

ること。） 

 

第３ （略） 

第４ （略） 

 イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった

日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して３回陰

性である。（３回の検査の組み合わせは問わない。） 

 

 

 

 ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解

し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が

可能であると確認できている。（なお、確認にあたっては、

医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認す

ること。） 

 

第３ （略） 

第４ （略） 

 




